
意見案第２号 

聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書 

（原案可決） 

 今日、社会の高齢化に比例して、難聴の方も年々増加している。難聴は認知症の危険因子の

一つと言われており、また難聴になると、人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、

その後社会的に孤立する可能性も懸念される。 

この難聴対策として補聴器が知られているが、一般的に「補聴器」と呼ばれているものは、

収集した音を増幅して外耳道に送る「気導補聴器」である。一方で様々な原因で外耳道が閉鎖

している方には、骨導聴力を活用する「骨導補聴器」が用いられてきた。 

近年、これらの２種類の補聴器に加えて、耳の軟骨を振動させて音を伝える「軟骨伝導」等

の新しい技術を用いたイヤホンが開発された。この聴覚補助機器は、従来の気導・骨導補聴器

では十分な補聴効果が得られない方や、装用そのものが難しい方に対しての新たな選択肢とな

った。 

この様に、さまざまな難聴者に適用出来る聴覚補助機器等の選択肢が整った今、政府に対し

て、我が国の更なる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防と共に、高齢者の積極的な社会参

画を実現するために、以下の通り聴覚補助機器等の積極的な活用を促進する取り組みを強く求

める。 

記 

１ 難聴に悩む高齢者が、医師や専門家の助言のもとで、自分に合った補聴器を積極的に活用

する環境を整えること。 

２ 耳が聞こえにくい高齢者や難聴者と円滑にコミュニケーションを取れる社会の構築を目

指し、行政等の公的窓口などに、合理的配慮の一環として聴覚補助機器等の配備を推進する

こと。 

３ 地域の社会福祉協議会や福祉施設との連携のもと、聴覚補助機器等を必要とする人々への

情報提供の機会や場の創設等、補聴器を普及させる社会環境を整えること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和６年７月３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、共生社会担当大臣 宛各



通 



意見案第３号 

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書 

（原案可決） 

 本道の森林は、全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、地球温暖化防止や国土の保全、林

産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるために

は、森林資源の循環利用を進める必要がある。 

全国一の森林資源を有する北海道は、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、伐

採後の着実な植林による森林の若返りや長期間炭素を固定する木材利用の促進、化石燃料の代

替となる木質バイオマスの利用促進など森林吸収源対策を積極的に推進する責務を担ってい

る。 

 道では、森林資源の循環利用に向けて、森林整備事業や治山事業など国の事業を活用し、植

林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供給、山地災害の防止、木造建築物の整備、森林づく

りを担う人材の育成など、様々な取組を進めてきたところである。 

 本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会を形成するためには、

活力ある森林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策を一層進め、ゼロカーボン北海道の実

現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を図ることが必要である。 

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

記 

１ 地球温暖化や山地災害の防止など森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、適切な間

伐や伐採後の着実な植林の推進に必要な森林整備事業予算や、防災・減災対策の推進に必要

な治山事業予算を十分に確保すること。 

２ 森林資源の循環利用を推進するため、成長が早く形質の優れたクリーンラーチなどの優良

種苗の安定供給、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材加工・流通体制の強化、

建築物の木造・木質化や木質バイオマスの熱利用の推進などによる道産木材の需要拡大、外

国人材も含めた森林づくりを担う人材の育成・確保などに必要な支援を充実・強化すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和６年７月３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、

経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣 宛各通 



意見案第４号 

２０２５年度地方財政の充実・強化に関する意見書 

（原案可決） 

 地方公共団体の現状は、急激な少子・高齢化にともなう社会保障制度の整備、子育て施策、

人口減少下における地域活性化対策はもとより、感染症対策、ＤＸ化、脱炭素化、物価高騰対

策など、極めて多岐にわたり新たな役割が求められています。加えて、急激に進められている

自治体システムの標準化や多発化する大規模災害への対応も迫られる中、地域公共サービスを

担う人員は圧倒的に不足しており、職場における疲弊感は日々深刻化しています。 

政府はこれまで「骨太方針２０２１」に基づき、２０２１年度の地方一般財源水準を２０２

４年度まで確保することとしてきました。しかし、増大する行政需要、また採用希望者の減少

や中途退職者が増加している現状から、不足する人員体制の改善を図っていくためには今後は

より積極的な財源確保が求められます。 

このため、２０２５年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地方一般財源水

準の確保から一歩踏み出し、日本全体として求められている賃上げ基調に対応する人件費の確

保まで含めた地方財政を実現するよう、以下の事項を求めます。 

記 

１ 社会保障の充実、地域活性化、ＤＸ化、脱炭素化、物価高騰対策、防災・減災、地域公共

交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握するとともに、それを支

える人件費を重視し、現行水準以上のより積極的な地方財源の確保・充実をはかること。 

２ とりわけ、子育て対策、地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援など、より高まり

つつある社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫することから、地方単独事業分も含

め、十分な社会保障経費の拡充をはかること。とくに、これらの分野を支える人材確保にむ

けた自治体の取り組みを十分に支える財政措置を講じること。また、保育施設・学童保育施

設等職員の処遇改善および保育施設の配置基準をＯＥＣＤ先進国なみの基準に改善するた

めの予算を措置し、正規職員としての就労を希望する非正規職員の正規化および会計年度任

用職員の雇用安定を促すための支援策を講じるとともに、人員確保策を早急に策定し、実施

すること。 

３ 地方交付税の法定率を引き上げるなど、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財

政の確立に取り組むこと。また、地方の安定的な財源確保にむけて、所得税・消費税を対象

に国税から地方税への税源移譲を行うなど、より抜本的な改善を行うこと。 

４ 政府が減税政策を行う場合、地方財政に影響が出ないよう、その財源は必ず保障すること。



その際は、「国と地方の協議の場」を活用するなどし、特段の配慮を行うこと。 

５ 特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、

自己決定権を尊重し、その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。 

６ 会計年度任用職員においては２０２４年度から勤勉手当の支給が可能となったものの、今

後も当該職員の処遇改善や雇用確保が求められることから、引き続き、その財政需要を十分

に満たすこと。 

７ 自治体業務システムの標準化・共通化にむけては、その移行に係る経費と、移行の影響を

受けるシステムの改修経費まで含め、デジタル基盤改革支援補助金を拡充するなど、引き続

き必要な財源を保障すること。また、戸籍等への記載事項における「氏名の振り仮名」の追

加など、ＤＸ化にともない地方においてシステム改修や事務負担の増大が想定される際は、

十分な財政支援を行うこと。 

８ 地域の活性化・生活者の移動手段の確保にむけて、地域公共交通体系の整備について、公

共交通専任担当者の確保を支援するとともに、こども・子育て政策と同様、普通交付税の個

別算定項目に位置付け、一層の施策充実をはかること。 

９ 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地方交付税

の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和６年７月３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、

デジタル大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画） 宛

各通 



意見案第５号 

生涯を通じた歯科健診の実現を求める意見書 

（原案可決） 

 現在、わが国では、乳幼児に対する母子保健法に基づく歯科健診や小学校、中学校、高等学

校等の児童・生徒に対する学校保健安全法に基づく歯科健診は実施が義務付けられているもの

の、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の者に対する健康増進法に基づく歯周疾患健診や高齢者

の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者歯科健診などは、義務付けがされておらず、成

人期以降の受診体制は充分とは言えない状況にある。 

 近年、歯と口腔の健康は、生活習慣病の予防に資するなど、全身の健康を保持、増進するた

めの重要な要素であることが明らかになっており、人生１００年時代を迎える中で健康寿命を

延ばすためには、歯と口腔の健康維持が極めて重要であり、そのためにはライフステージに応

じた切れ目のない歯科健診の受診の確保が必要である。 

 こうした中、令和４年６月７日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０２２」

において、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）の具体的な検討」を行うこと

が、初めて盛り込まれたことにより、生涯を通じて国民が定期的に歯科健診を受診し、健康寿

命の延伸に向けた取組が進むことが期待される。 

 よって、国においては、「歯科口腔保健の推進に関する法律」の改正などにより、生涯を通じ

た歯科健診の法制化を早急に進めるとともに、次の事項について措置を講ずるよう強く求める。 

記 

１ いわゆる国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方

自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させること。 

２ いわゆる国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財政措置を講ずること。 

３ いわゆる国民皆歯科健診の実現と合わせて、国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯科

健診の重要性についての啓発や健診受信後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患

の発症や再発、重症化予防のため、ひいては全身の健康につながるよう、総合的な取組を推

進すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和６年７月３日 

北海道恵庭市議会 



衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、

経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 宛各通 



意見案第６号 

義務教育費国庫負担制度負担率１／２への復元、教育予算拡充に向けた意見書 

（原案可決） 

 義務教育費国庫負担制度は、地方自治体の財政状況に左右されずに教職員を安定的に確保す

るために、教職員の給与の一部を国が負担する制度です。この制度における国の負担率が２０

０６年に１／２から１／３に変更されました。教育の機会均等を確保するためにも、国の責任

において義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担率を１／２へと復元することが重要です。 

また、子どもたちへのきめ細やかな教育を実現するためには、教職員定数を抜本的に改善す

ることによる少人数学級の実現と教職員の超勤・多忙化解消は不可欠です。「公立義務教育諸

学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、小学校

において段階的に３５人以下学級が実現することとなりました。しかし、中学・高校について

は依然として「検討」にとどまっています。 

さらに、小学校高学年の教科担任制および小学校における３５人学級実現のための教職員定

数改善が定年引上げに伴う特例定員を除くと５，６６０人であるのに対し、自然減や配置の見

直しなどにより８，３２６人の減少となっており、実質的な教職員増とはなっていません。早

急に「３０人以下学級」を実現し、実質的な教職員増としていく必要があります。 

２３年１２月に文科省が発表した「就学援助実施状況調査」では、要保護・準要保護率は、

全国で１３．９６％（７人に１人）、北海道においては全国で８番目に高い１７．４５％（５．

４人に１人）となっており、依然として厳しい実態にあります。また、教育現場では、給食費、

修学旅行費などの私費負担が減少せず、地方交付税措置されている教材費や図書費についても

自治体によってその措置に格差が生じています。 

 さらに、「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちや経済的な理由で進学・就学を断

念する子どもが増加しており、その解消に向けて、就学援助制度・奨学金制度・高校授業料無

償化制度を拡大させていく必要があります。 

こうしたことから、国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面

負担率１／２への復元、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消、「３０人以下学級」の

実現など、以下の項目について地方自治法第９９条にもとづき、教育予算の確保・拡充、就学

保障の充実をはかるよう意見します。 

記 

１ 国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償とす

るよう求めます。少なくとも、義務教育費国庫負担制度を堅持し、当面、義務教育国庫負担

金の負担率を１／２に復元されるよう要請します。 

２ 給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の軽減に向け、教育予算の拡充を行うよう要



請します。 

３ 就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、高校授業料無償化など、就学保障の充実に向け、

国の責任において予算の十分な確保、拡充を図るよう要請します。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和６年７月３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担

当大臣（地方創生） 宛各通 



意見案第７号 

２０２４年度北海道最低賃金改正と中小企業に対する支援の充実を求める意見書 

（原案可決） 

 北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア（働く貧困層）解消のための「セーフティネ

ット」の一つとして最も重要なものです。 

 道内で働く者の暮らしは昨今の物価上昇で一層厳しく、特に、年収２００万円以下の所謂ワ

ーキングプアと呼ばれる労働者は、令和４年民間給与実態統計調査結果札幌国税局分によると

道内でも３９．６万人と、給与所得者の２３．３％に達しています。 

昨年、北海道地域最低賃金が４０円引き上がりましたが、その一方で道内の常用労働者２１

６万人（内パート労働者６４．７万人）の内、４８万人を超える労働者が最低賃金近傍に張り

付いている状況です。 

労働基準法第２条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めています

が、現状では最低賃金の影響を受けやすい非正規雇用労働者は、労働条件決定にほとんど関与

することができません。 

 令和５年８月３１日に開催された第２１回「新しい資本主義実現会議」において「公労使三

者構成の最低賃金審議会で、毎年の賃上げ額についてしっかりと議論していただき、その積み

上げにより２０３０年代半ばまでに、全国加重平均が１，５００円となることを目指していく」

と述べられています。 

 最低賃金の引き上げ金額が低ければ、その近傍で働く多くの方の生活は、より一層厳しいも

のとなり、個人の消費行動にも影響を与え、北海道経済にも悪影響を与えかねません。 

 つきましては、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、令和６年度の北海

道最低賃金の改正に当たって、以下の措置を講ずるよう強く要望します。 

記 

１ 賃金構造基本統計調査の北海道における短時間労働者の平均時間額や民間の求人時間額

などを参考として、最低賃金を適正な賃金に引き上げること。 

２ 賃上げの原資確保のため、公正取引を促す「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業拡大

を進めると同時に、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を推し進め、最

低賃金の適正な賃金への引き上げを図ること。 

３ 中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策をはかるよう国

に対し要請すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 



令和６年７月３日 

北海道恵庭市議会 

北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長 宛各通 


